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交通政策審議会第３６回気象分科会 

令和４年７月１１日 

 

 

【総務課長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから交通政策審

議会第３６回気象分科会を開催させていただきます。 

 事務局を務めさせていただきます気象庁総務課の飯野でございます。議事に

入るまでの進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 委員、臨時委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ、本分科会に御

出席いただき、誠にありがとうございます。今次分科会は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点から、オンライン形式と会議室併用での開催とさせてい

ただきます。御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 まず、委員の出席を確認させていただきます。本日、新野分科会長、林委員

におかれましては、会議室で御参加いただいております。その他の委員の皆様

におかれましては、オンライン形式で御参加いただいております。また、矢ケ

崎委員、若林委員から御欠席との連絡をいただいております。本日は８名の委

員の出席となっております。また、○○委員が御都合により会議の半ば以降で

退席されます。 

 続きまして、分科会成立の確認でございます。交通政策審議会気象分科会の

定足数につきましては、交通政策審議会令第８条により、委員及び議事に関係

のある臨時委員の過半数の出席をもって会議の定足数とされております。本日

は、分科会の委員総数１０名中８名の御出席をいただいておりますので、分科

会が成立しておりますことを御報告申し上げます。 

 続きまして、気象庁において７月付の人事異動がございました。新たに着任

した職員について御紹介させていただきます。 

 総務部長の石谷でございます。 

【総務部長】  総務部長の石谷でございます。どうぞよろしくお願い申し上
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げます。 

【総務課長】  その他、本日は議事に関係する職員も参加しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、配付資料の確認でございます。議事に関連する資料は、事前に

電子メールで送付させていただいており、議事の進行に併せて画面共有にて提

示させていただきます。資料が見づらい等、何かございましたら、随時、事務

局まで申しつけください。 

 続きまして、進行に当たっての留意点を３点御説明させていただきます。ま

ず、１点目ですが、御発言がある場合には、挙手ボタンやチャット機能等で意

思表示していただき、座長より御指名いただいてからマイクのミュートボタン

を解除いただき、御発言をお願いします。発言が終わりましたら、再度マイク

のミュートをお願いいたします。 

 なお、支障のない範囲でウェブカメラについては、オンにしていただけます

と幸いです。 

 続いて２点目です。このウェブ会議のチャットへの書き込みについても、発

言と同様に扱わせていただきますが、異なる議論の同時進行を避けるため、極

力御発言いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 最後に３点目です。本日の会議については傍聴が認められており、ウェブに

て公開しております。会議後、速やかに資料及び議事録を公開させていただき

ますので、あらかじめ御承知おきいただけますと幸いです。 

 それでは、報道の方のカメラ撮りは、ここまでとなりますので、以後の撮影

は御遠慮いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事の進行につきましては、新野分科会長にお願いしたいと存じ

ます。よろしくお願いいたします。 

【委員】  それでは、議事に入らせていただきたいと思います。今次気象分

科会では、社会における利用者のニーズの多様化とともに、気象データの利活

用がさらに拡大するなどＤＸ社会が進展する状況の中で、官民の気象サービス

がどのようにあるべきかについて審議することとしております。前回は民間気
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象事業者や気象サービスの利用者へのヒアリングを踏まえて、ＤＸ社会におけ

る官民の気象サービスの在り方について議論したところです。 

 今回は、それに向けて気象庁が実施していくべき具体施策について議論した

いと思っております。また、それらを踏まえて、今次気象分科会については、

方向性から具体施策まで一定の議論を行った形となりますので、今回で中間取

りまとめを行いたいと思います。 

 本日の議事の流れですが、まず、前半でＤＸ社会における気象サービスの推

進に向けた気象庁の具体施策について議論していきたいと思います。後半は中

間取りまとめの内容について議論をしていきたいと思っております。 

 それでは、気象庁より、まずは前回を少し振り返りつつ、ＤＸ社会における

気象サービスの推進に向けた気象庁の具体施策についての資料の説明をお願い

いたします。よろしくお願いします。 

【情報政策課長】  気象庁情報政策課長の太原でございます。よろしくお願

いいたします。 

 お手元のパワーポイントを御覧いただけたらと思っております。１枚めくっ

ていただきまして、本日、まず初めにこの１ポツ、２ポツ目について御説明し

たいと思っております。１.前回いただいた御意見／追加ヒアリングについて、

２.ＤＸ社会に対応した気象サービスの推進施策でございます。 

 次のページに行ってください。１.前回いただいた御意見／追加ヒアリングで

す。４ページ目にいろいろ前回いただいた御意見を一覧にしたところでござい

ます。時間がありませんので、中身を御説明しませんけれども、一番下にある

ように、さらに他の分野についてもヒアリングが実施できるとよいという御意

見をいただいたところでございます。 

 ５ページ目に行ってください。これまでもヒアリングをやったところですけ

れども、追加して鉄道分野、そして物流分野についてヒアリングを実施させて

いただきました。 

 その結果が次のページにございます。やはり気象データは運用の安全確保に

利用されている、もう既に利用されているというような状況でありました。自
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動運転や機械化の流れというもの、もしくは気候変動への対応、これにはＴＣ

ＦＤへの対応もあるのですけれども、さらなる利用の可能性について意見が示

されたところです。あと、予報データの精度向上もしくはその詳細化・高度化

ということについても意見が示されているところでございます。そして、３ポ

ツ目にありますように民間気象事業者からの情報、解説というのが自社の中で

の意思決定とか顧客への説明、説得力あるアウトプットという観点で有用だと

いうことが示されてございます。 

 次のページにもう少し詳細のヒアリングがありますが、ここの説明は飛ばさ

せていただきます。８ページ目、２.に入らせていただきます。ＤＸ社会に対応

した気象サービスの推進施策案でございます。 

 ９ページ目でございます。第１回目、第２回目で御議論いただいたところを

取りまとめさせていただいたところでございます。まず、ＤＸ社会に対応した

気象サービスというところですけれども、四角の中の１丸目にありますように、

社会におけるＤＸの進展とともに、気象データも全国を面的、網羅的にカバー

している、過去、現在、将来予測に係る内容を含むということで、ビッグデー

タとしての特性を持っているというところで、ＤＸ社会においては基盤的なデ

ータセットとして非常に重要な要素と言えるのではないかというところ、下の

図にありますように、左側に、従来からの気象サービスがありますけれども、

民間気象事業者から独自の気象情報・データが利用者に提供される。これが社

会におけるＤＸの進展とともに使われ方が変わってくるという絵姿を右に書い

てございます。 

 民間気象事業者からは、様々な気象情報・データが提供されるわけですけれ

ども、利用者のほうも独自ないろいろなサービスをやっているというところで、

自社のデータも持っている。これらがシステム的に連携して処理されることに

よって、組み合わせたサービスというものが発展していくのではないかという

ようなところでございます。 

 １０ページ目でございます。こういったＤＸ社会に対応した気象サービス推

進に関する取組の方向性でございます。前回、この下の図のような要素が御提
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案させていただいているところです。下の黒い４つの四角枠がありますけれど

も、①最新の技術に対応した気象情報・データの品質の確保・評価というとこ

ろが考えられる。もしくは②気象情報・データへのアクセス性の向上、③気象

情報・データの高度な利活用の促進とリテラシー向上、そして④気象に関する

技術や知見を持つ者の活躍の促進というような４つの要素でいろいろと取組の

方向性があるのではないかといったところでございます。 

 これに対して気象庁ですけれども、その民間事業者における気象情報・デー

タ提供に関する制度の見直しとか、利活用促進に関する取組を進めるべきだと

いうところでありまして、また、補足としまして、防災の観点については、防

災対応や避難に直結する情報を提供するというものについては、シングルボイ

スとして引き続き国が責任を持って提供すべきというふうに整理させていただ

いているところでございます。 

 以上が主に前回もしくは前々回で御議論いただいたところの要約になってご

ざいます。 

 それでは、これ以降、私どもが考えている具体的な施策案を御説明させてい

ただきます。まず、①についてです。次のページに行ってください。①最新技

術に対応した気象情報・データの品質の確保・評価というところでございます。

現在、その民間事業者が実施する予報に関する品質の確保について、それぞれ

制度を持ってございます。観測という観点では、その検定制度というものがあ

り、観測方法を統一して観測データの流通・活用を確保している、一定の品質

を確保しているといったところがございます。 

 ＤＸ社会に対応していくというところですけれども、これは目的に応じた利

用可能なデータが拡大できるのではないか、方向性としましては、様々な品質

の観測データを利用可能な制度があってよいのではないかというところでござ

います。また、予報については、予報業務許可制度がありますけれども、ＤＸ

社会への対応としましては、最新の技術を活用した、より高度な予報の提供と

いうものがあるのではないか。右下にありますように、機械化・自動化できる

範囲を拡大可能とするなどの制度が考えられるのではないかといったところで
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ございます。 

 観測、予報、それぞれについて、もう少し施策案をお示しさせていただきた

いと思います。次のページに行かせてください。制度の見直しというところで

すけれども、様々な観測データの流通を可能とするというところですが、今ま

でですと一律的な品質確保というものが行われていたわけですけれども、今度

はＤＸ社会に対応するという観点では、信頼性に応じた、最適に活用できるよ

う品質を評価する、そういったものを示すなどの条件を付すことで流通可能と

するような制度見直しがあってよいのではないか。 

 簡単に言いますと、その品質を把握しやすいように品質の見える化を進めて

いって、流通させるというようなことが考えられるのではないかといったとこ

ろでございます。そのような制度の見直しを支えるものとして、中段にありま

すように、気象観測データの品質に影響を与える情報に関する手引きをお示し

することが必要ではないかというところでございます。品質、観測の測器だけ

ではなくて、観測環境も関係しますので、そういったものについて、それが品

質に影響を与えるわけですから、それに関する情報をまとめた手引きというも

の、これを情報の提供者であり、もしくは利用者に対してお示しするようなも

のが考えられるのではないか。 

 もしくは一番下にありますように、基盤的な解析データの整備・拡充でござ

います。面的に雨量だとか、天気だとか気温だとか、そういった情報を提供す

ることによって、流通する観測データを相対的に評価することができるのでは

ないかといったところでございます。 

 次のページに行ってください。予報の品質の確保・評価についてでございま

す。次のページに行かせてください。現在、予報業務許可制度があるわけです

けれども、現象の予想をするに当たっては予報士が都度、自ら判断して予報作

業をしているといったところでございます。これに対して今後は、考えられる

方策としては、機械化・自動化を進めて、より高頻度、高精度・高解像度の予

報が提供されるようにするといったところでございます。予報士が自らその情

報を作るのではなくて、機械が作っていく。それを事前に、その予測手法とか
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結果というものを予報士が確認しておく、もしくは定期的に確認して技術的裏

づけを確保していく方策があるのではないか、これによって機械化・自動化で

きる範囲を拡大可能にできるのではないかといったところでございます。 

 また、洪水もしくは土砂や高潮などについては、気象予報について技術的な

裏づけがこれで取れますので、これを入力して技術上の基準に基づいて、その

予報を提供していくことができるのではないかといったところでございます。

これによって詳細な予報が出ていきますので、右側にありますように多様なニ

ーズに応じた、その利用者側で業務改善が推進できるのではないかといったと

ころでございます。 

 前回、ＡＩについていろいろ御意見をいただいたところですけれども、その

ような技術動向については継続的にしっかりフォローしていく必要があるので

はないか、その上で制度を運用していくということが必要ではないかというと

ころ、もしくは組織としてしっかり担保する必要がありますので、その許可事

業者に対して審査をする、もしくは定期的な検査する制度というのも引き続き

運用していく必要があると考えているところでございます。 

 次のページに行きます。②気象情報・データへのアクセス性の向上といった

ところでございます。ＤＸ社会の中では、その気象情報のデータというのは多

様かつ大容量になっていく。それを利用できるような利用環境の整備が重要で

あるといったところ、もしくはソフト的なところ、そのデータを利用しやすい

ような環境というものが必要ではないかというふうな課題をいただいていると

ころでございます。 

 次のページに行きまして、それに対する施策案としては、以上のようにまと

めさせていただいているところでございます。現在、当庁、次期スパコンシス

テムに併せてクラウド技術を導入、整備しようとしているところでございます。

これによって左側にありますように、高解像度、高頻度、高精度の基盤的なビ

ッグデータを保存して利用可能にしていくということが考えられるというとこ

ろでございます。 

 また、その下の黒ポツにありますように、気象情報・データをより使いやす



 -8- 

い形で提供するというような、例えばＡＰＩ、これはいろいろアクセスしやす

くするようなインターフェースのことを指すのですけれども、そういったもの

が民間サービスでいろいろ出てきていますので、そういったものについて周知、

啓発していくというようなところを、取り組んでいくのがいいのではないかと

考えているところでございます。また、こういった取組については、民間事業

者、研究者との対話の場を通じたニーズを把握していくというようなことが必

要ではないか。そして、社会、ニーズに適合した気象サービスの展開に貢献し

ていければと考えているところでございます。 

 次のページに行きます。気象情報・データの高度な利活用の促進とリテラシ

ー向上でございます。課題としましては、気象データの存在をそもそも認知さ

れていないとか、特性や品質が把握しにくいという実態がありますので、それ

を分かりやすく周知していくことが必要ではないかといったところ、また、新

たなサービスを展開するということに際しては、利用者側にも一定の知識、リ

テラシーが必要ではないかというところが課題として挙げられているところで

ございます。 

 次のページに行きまして、具体的な施策案としましては、気象データ、利活

用技術の周知啓発というものを引き続き例えばＷＸＢＣというようなところと

連携して進めていくということが必要ではないかといったところでございます。

あと、いろいろなニーズがあり、どういうふうなサービスを選択できるかとい

ったところに関しては、利用ガイドみたいなものを整備してお示しすることが

考えられるのではないかといったところでございます。 

 最後、④になります。気象に関する技術や知見を持つ者の活躍の促進になり

ます。先進的な気象サービス構築というものに対しては、その提供側にそうい

った知見を持つ者が必要、これは当然なのですけれども、利用する側にも知見

を持つ人材がいることが望ましいということが考えられてございます。また、

民間の中には、民間側では付加価値をいろいろ持っているというところで、単

純な予報の提供だけではなくて、解説や、もしくは利活用の知見に関する提供

というものの役割が増えているということにも留意する必要があるといったと



 -9- 

ころでございます。 

 これを踏まえた具体的な施策ですけれども、まず、人という観点では気象デ

ータアナリストの拡充、周知というものが考えられるのではないかといったと

ころでございます。気象データアナリスト、いろいろなデータを分析するよう

な人をデータアナリスト、高度利用していくというような人材ですけれども、

これに対してまた気象についても知見を持った人ございます。また、ここにお

書きしていませんけれども、気象防災アドバイザーについても、気象予報士さ

んに委嘱して自治体支援に携わっていただくというような取組をどんどん進め

ていくことが考えらます。 

 あと、右側ですけれども、組織的な知見についても気象ビジネスの創出とい

うことについては、人材育成と併せてこのＷＸＢＣみたいなような場で、いろ

いろな企業に対して支援をしていくということが考えられるのではないかとい

ったところでございます。ＷＸＢＣ、前回のヒアリングの場でも少しお話しし

ましたけれども、こういった周知啓発というものが、重要性は、御意見として

は変わらないというところ、着実に効果が出てきているということも踏まえて

しっかり継続するべきではないかと考えているところでございます。 

 御説明は以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に関して御質問、あるいは御意見がございまし

たら、委員の方からお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。委

員の方から御意見が出てくる前に 1 つうかがっておきたいのですけれども、中

間取りまとめでもそうですが、気象情報とデータと分けて書いてあるところで、

両者の区別はどうされているのでしょうか。今、ウェブでいろいろな観測デー

タも提供されているのですけれども、そこの辺りはかなり中間的というか、そ

ういう捉え方になるのでしょうか。 

【情報政策課長】  はい。そういった意味では、その境界がどこにあるかと

はっきり示すことは少し難しいかもしれませんけれども、情報というのは気象

情報とか、そういった注意報、警報、予報、そういったところも含めたテキス
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トベース、昔からの情報というものを指すことが多いと認識してございます。 

【委員】  はい。分かりました。 

 それでは、○○委員からお願いできますでしょうか。 

【委員】  ありがとうございます。途中退出する都合もございまして、最初

に申し上げさせていただきます。 

【委員】  よろしくお願いします。 

【委員】  ３点ばかりあるのですけれども、今御説明いただいたものの中で、

まず１つ目はデータの品質と人材というところで、こちらの今御説明いただい

たように、一律な品質のデータを扱うということではなくて、品質の見える化

というふうにシフトしていくというのは非常に大きな、これは品質管理の変化

だと思いまして、私も常々そう申し上げてきたので、ぜひその方向性でという

ふうに考えております。 

 ただ、これはデータの品質の管理の方法というのが変わっていくというのは、

これはある意味でデータを使う人、それは受け取る側のリテラシーに応じてい

るところがあると思います。やっぱり近年のデジタル化で、国民全体ないしは

気象の扱われている方々のデータのリテラシーの向上に応じて規制を変えてい

くということだと思いますので、そういう意味では後半の③、④の人材育成と

か、その活用とか、そういうこととのペアの政策かなと思います。 

 特に人材育成は重要で、しかも、この私どものような大学というのは、急に

カリキュラムが変わらないのと、あと育った人が社会で活躍するまで大分タイ

ムスパンがあるので、そういう意味では産業向けに我々、このＷＸＢＣでやっ

ているような社会人向けで、人材育成で即戦力の育成という施策をしていくと

いうことが重要ではないかなと思いますので、ぜひ私どももそうなのですけれ

ども、継続して進めていきたいと思います。 

 ２番目がアクセス性向上のところで、若干気になるのは、やはり今後の実施

の上ですけれども、まず１つは、気象はそんなに秘密とか機密というのはなく、

パブリックなデータかもしれませんが、もしかすると何か若干安全保障とか気

にするところはあるのかなというのと、もしもそういうポイントがあるのであ
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ればケアいただきたいということと、あとはベンダーロックインにやっぱりこ

の手のもの、システムが絡んでくると思いますので、それにならないように政

策は進めていただきたいなと思います。 

 それと３点目は、この気象というと、この取組とか事業自体は比較的国内ロ

ーカルなところがあって、ただ、ベースの、当然、地球科学とか気象学はグロ

ーバルな学問だと思いますけれども、ただ、デジタルとなってＤＸというほう

にシフトしていくと、そちらは完全に産業的にも、そういう意味では全部グロ

ーバルなものなので、そういう意味だと気象のこの分野のこれまで以上の国際

連携であるとか、国際交流といったものは重要ではないかなと思いました。 

 それとあと、これ、今、これで退出させていただくことになるので、中間取

りまとめのほうも見させていただいて……。 

【委員】  はい。お願いします。 

【委員】  １点だけコメントさせていただきますと、特に冒頭のところで、

もう少し踏み込んでいただいてもいいかなと思ったのが、我々もデジタルでサ

イバーフィジカル世界を創る側のほうにいて、そうすると、今のこの取りまと

めだと、ＤＸで、デジタルでいろいろ社会的便益があるといったときに、そこ

で気象データの重要性とか必要性が高いというぐらいの記述になっております

けれども、私から見ると、もっともっと実はそれ以上に気象データというのは

重要でございまして、ある意味で、今、サイバーフィジカルというとコンピュ

ーターシステム上に現実の世界、ある意味で日本国土を創ろうという話ですか

ら、そうすると、サイバーフィジカルで役に立つどころではなくて、その世界

そのものを創っているデータが国土の情報でありデータでありまして、自然の

中の固形物は国土地理院さんとか測量がされていて、多分、流動物の液体、気

体は気象庁さんとかで気象データでやっていて、人造物のほうはまた国交省さ

んの道路とか、都市とかデータ化していると思うのですけれども、ある意味、

そういうサイバー世界の根底を創っている、これ、データだというものなので、

役立つとか、そういうユースフルなというレベルではなくて、結構、これから

創っていくデジタル世界の根底の一番根本の大もとになるデータなのだという
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ぐらい重要なのだというふうにぜひ書いていただければなと。精神的なことか

もしれませんけれども、書いていただければありがたいと思いました。 

 以上でございます。 

【委員】  貴重な御意見、ありがとうございます。 

 ２番目におっしゃった気象データの安全保障上の問題については、昔は戦争

などのときに気象データはすごく重要だったのですけれども、それに関しては、

以前、私も少し申し上げたことがあるのですが、オープンにするときに考えて

おかないといけない問題ではあるかなと思います。 

【委員】  そうですね。今、多分、恐らく選択肢の中に、ある意味で現状で

すとオンプレで、マシンから何から全部丸抱え、ではないソリューションを考

えると思います。つまり、クラウドになってくるわけです。すると、ますます

データの中で、どこが機密で、まあこの辺は大丈夫という切り分けが必要にな

ると思います。その辺を、クラウドを用いるのであれば、少しケアしなければ

ないと思うのですけれども、御検討されるといいかなと思いました。 

【委員】  どうもありがとうございます。 

 気象庁のほうから何かございますか。 

【情報政策課長】  御意見、ありがとうございます。基本的に気象データは、

世界気象機関、ＷＭＯの枠組みにおいて free and unrestricted の下で交換さ

れるデータだと認識してございます。一部、流通できないようなデータはある

のですけれども、それはデータ出し側の要請に応じて提供できないというもの

が実際にある。ただ、当庁からお出ししているデータというものは、基本的に

は、気象データに関しては機密というようなものはないと認識してございます。 

 あと、ベンダーロックインについては、確かにおっしゃるとおりで私どもし

っかり考えていかなければいけないかなと考えてございます。 

【委員】  どうもありがとうございます。 

 そうしましたら、○○委員、お願いできますでしょうか。 

【委員】  私、ＷＸＢＣが果たす役割というのは非常に大きいと思っており

ます。ＤＸの話がいろいろ出てきていますが、いろいろな組織の間で情報が流
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れる、流す、あるいはそれをマネジメントする、そのためにはそれを扱う組織

あるいはプラットフォームが非常に重要な役割を果たすことになる。以前に頂

いた資料では、ＷＸＢＣに関する記載があるのですが、今日頂いた資料では、

例えばクラウド化であるとか、という記載は出てきますが、プラットフォーム

に関する記載が明示的にはありません。 

 さらには、プラットフォームを中心として将来的にはいろいろなエコシステ

ムが発達してくる、そういうビジョンが必要になってくると、思います。いき

なりその全体像を描くことは不可能だと思うのですけれども、ＷＸＢＣのよう

なプラットフォームに将来展望やそれが果たす役割について言及して欲しいと

思います。 

 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

【情報政策課長】  気象庁でございます。御意見、ありがとうございます。

ＷＸＢＣは、人材育成、もしくはビジネス創出という観点で、そのコンソーシ

アムに参加される方の自主的な活動で運用されているというところでございま

す。気象庁は、それに連携して取り組んでいるといったところでございます。

ですので、この審議会の場で少し彼らの活動について未来を提言していくとか、

そういったところはちょっと厳しいのかなとは思っているところではございま

す。ただ、彼らの活動、年々膨らんでいて、より進んできているというような

認識でございます。ですので、しっかり連携して、継続して連携していく必要

があるかなと考えてございます。 

 また、そのＷＸＢＣ以外にも、ここにははっきり明記はしていないのですけ

れども、気象業務振興協議会なるもの、もしくはほかのいろいろ対話をする場

がありますので、今ここで何か１つ提案というのは難しいのですけれども、そ

ういったいろいろなチャネルを通じた取組はしていかなければいけないかなと

は考えているところでございます。 

 以上です。 

【委員】  誤解を招いたらいけないので補足しておきます。私はＷＸＢＣを
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プラットフォームの例として考えているだけなのです。重要なことは、ＤＸを

スムーズに推進していくというためには、それを実施する何らかのプラットフ

ォームが必要だということです。プラットフォームは複数あってもいい。最後

のほうでそういうお答えをいただいたので、認識を共有化できていると思いま

すけれども、補足しておきたいと思います。 

 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 ○○委員はＷＸＢＣの会長をされていらっしゃいますが、何かございますで

しょうか。もう退出されましたか。 

【委員】  はい、います。いろいろ、ありがとうございます。ＷＸＢＣは、

気象庁さんに事務局はやっていただいておりますけれども、民間団体というこ

とになっております。気象のデータそのもののいろいろプラットフォームにな

るというよりは、気象データを使う企業さんに集まっていただいて、ビジネス

を作っていく部分が、主な役割になると思います。そういう意味では、先ほど

の人材育成もありますし、あと産業のマッチングとか、新しいビジネスを構築

するとかやっております。特に、それが産業界の間で協調領域としてできるよ

うなところなどはＷＸＢＣが担うのは適しているかなと思います。あと、関連

するいろいろな団体がありますので、ぜひ前向きに連携させていただいて、お

互いウィン・ウィンの関係で役割分担をしながら進めていきたいと思います。

ありがとうございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 そうしましたら、○○委員、お願いできますでしょうか。 

【委員】  ○○でございます。中心的話題ではないかもしれないですけれど、

少し気になることを２点お伝えさせていただきます。 

 １つは、最近、通信業者さんの通信が途絶えたときにアメダスのデータがち

ょっとくらい取れなくても平気だというような報道がありました。今後、ネッ

トに依存するとか、クラウドに依存する部分が非常に大きくなるというお話で

ございます。そのときに通信の脆弱性、それを支える、あるいは弱いことがあ
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ってもそれを何とかする、そういうことの施策もどこかに少しでも書いていた

だけたらどうかなと思うのが１点でございます。 

 つまり、例えば豪雨が起こるとか、地震が起こるとか、そういうときは通信

が途絶えて情報が取れないということがしばしば起こるわけです。別に災害の

ときではなくても、通信、情報の行き来が確約されていないと成り立たない部

分もあると思うので、そのことをどこかに少しだけでも記述していただけたら

と思うのが１点です。 

 もう１点は、このＤＸ社会というのは、今回の「気象サービス」といったと

きに災害以外のところを主軸に描いていると思います。もちろん災害について

も所々、８ページであるとか、１０ページであるとか、散見はできましたが。 

 なので、ＤＸは災害にも非常に役立つのだけれども、今回はメインではなく

て、今回は他の部分を中心に扱います。でも、将来的には、これは災害にも非

常に役立ちますみたいなことをどこかに書いていただけたらなと思います。と

いうのは、気象庁さんが１０年前、２０年前とは違って災害対応のために仕事

をするのだということをかなり前面に出してきていらっしゃいますので、そこ

は何らかの形ではっきりと中間報告の取りまとめに記載していただけたらなと

思いました。 

 以上２点です。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 確かにアメダスのデータが滞ったというのは、防災の上から考えても対策を

立ててもらったほうがいいかなと思いましたけれども、災害に関しては取りま

とめのほうでもそれなりには書いていただいているような気はしたが、いかが

でしょうか。 

【情報政策課長】  気象庁でございます。御意見、ありがとうございます。

まさに耐障害性だとか、耐災害性というものについて気象データは基盤となり

ますので、それに対する対策というのは本当に重要だと考えているところでご

ざいます。ネットが途絶えたときとか、そういったところについても何らかの

対策というものは、今回のシステムにも入れていけないかなと考えているとこ
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ろです。記述について少し考えさせていただけたらと思っているところです。 

 あと、こういったＤＸの取組、当然、社会、経済活動だけではなくて、防災

という分野でもいろいろ使えるというのは当然のことですので、そういったと

ころがもう少し書き込めたら対応したいなと考えているところです。 

【委員】  ありがとうございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 続きまして、○○委員からお願いできますでしょうか。 

【委員】  ○○でございます。御説明、ありがとうございます。私も今の御

質問と関連する部分から質問したいのですけれども、①の図の辺りで、今起き

つつある災害については、その予報については確かにシングルボイスできちん

とお伝えいただきたいのです。一方、過去の災害事例に関する様々なデータと

いうのは、学術界はもちろん、社会、産業界でも保険とか、いろいろな分野で、

非常に貴重なデータになります。これが重要な過去データとして社会で広く利

活用できるようにクラウドを通じてのシステムがきちんと整うことを期待して

おります。ですから、その予測の部分と過去の部分がきちんと切り分けられて

記述されるとすごくよいのかなと思いました。 

 それから、その利活用の部分で、このクラウドができてきて、ほかの分野の

ビッグデータと合わせるというところ、実はここが非常に重要なポイントにな

ってくるわけです。気象のデータは基本的に公共財なので、先ほど御説明があ

るように、基本オープンなのですけれども、ほかの分野のデータは必ずしもそ

うではありません。例えば個人情報がたどれてしまうようなデータと組み合わ

せるときに、どのようにしたらいいかという、そこの部分はプラットフォーム

においては、データジャケットとか、いろいろな方法が今ございます。その辺

りが利用者側きちんと周知されるように、そしてそういう個人情報とかが守ら

れるようなプラットフォームを、利用者もデータ提供側も、あるいは我々研究

者側も共同で作り上げていくということが重要だと考えております。 

 私からは以上です。 

【委員】  どうもありがとうございました。 
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 そうしましたら、○○委員、お願いできますでしょうか。 

【委員】  御説明、ありがとうございました。気象データの利活用、あるい

は新規ビジネスの創出というところについて、先ほどもお話があったのですけ

れども、やはり、私も説明を聞いていて、ＷＸＢＣの役割がかなり鍵を握って

いるのではないかというような、全体としてそういう書きぶりになっていると

いうような印象を受けました。先ほど気象庁さんからも御説明を受けたのです

けれども、もう少し、ＷＸＢＣがどういう役割を担っているとか、位置づけに

ついて、記載があってもいいのかなという印象は受けました。 

 あと、２点目についてですけれども、１９ページのところに利用ガイドの策

定ということが書かれていたのですけれども、確かにこのようなガイドライン

があると気象に詳しくない業界の人も分かりやすいのではないかなという印象

を受けました。けれども、やはりこのガイドを出しておしまいというのでは一

方通行になってしまいますので、力を入れて利活用してもらうというためには、

業界ごとに説明会を実施するなど、活用事例を積極的に共有していくような直

接的な働きかけも必要になっていくのかなと思いました。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 それはそういう方向で進めていただくということで、続いて○○委員、お願

いできますでしょうか。 

【委員】  ○○でございます。今日、御報告ありがとうございました。幾つ

か気になったことがありますが、最初のところでヒアリングされたという、こ

れは気象データの利用者及び提供者の方に対してどういうデータが欲しいかと

いうふうなことを提供するという立場でおっしゃっているのですが、逆にデー

タの利用者のところの中で、例えば電力ですとか、施設ですとか、鉄道ですと

かという、そういうふうな業種の場合は、彼ら自身が、自分らが必要な、自分

たちが必要な気象観測をやっているわけですね。多分、気象庁でやられている

ような全国レベルではないにしても、非常に細かい観測をやっておられるので、

そういうものも逆に双方向で利用するというふうなことは考えておられないか

ということ。 
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 もう一つ、品質の確保のときに観測環境とか、どういう測器、気象庁の場合

というのは全部測器、同じような測器を使われているにしても、観測環境が違

うとやっぱり、それ、品質に関係があるだろうと。そういうところに、ある意

味のレベルづけというのか、これは非常に信用ができるとか、やや問題がある

とか、そういうふうな格付みたいなことをやられることは考えておられないか

ということ。 

 もう一つは、予報士、今回の予報がだんだんＡＩ化するとか、機械化とか自

動化するということになると、これまでの予報の方法がある意味変わってくる

というときに、これまで気象予報士の資格として、こういうふうなレベルで出

していいですよみたいなことを言っていたのが、内容が変わってくる可能性が

あると思うんですね。取扱いが。それに対して気象予報士の方々の資格の更新

というんですか、そういうふうなことを何か考えておられるのかなということ

を思いました。 

 以上でございます。 

【委員】  ３つありましたが、気象庁のほうから何か。１つは電力、鉄道で

独自に観測データを取っているけれども、それの相互利用をする計画があるか

というようなお話だったと思います。 

【大気海洋部長】  まず、観測データの相互利用につきましては、気象庁の

中では鉄道気象とか、電力気象とか、すでにそういう言葉もあるのですが、そ

ういう観点で気象庁にデータをいただくところもあるし、気象庁から提供して

いるところもあります。ご提案の趣旨は、気象庁との間でいただく、渡すとい

うだけではなくて、その橋渡しをさらにしてというところの御視点かと思いま

す。一定のデータについては共有できなくはないのかと思いますが、それぞれ

のデータを気象庁だけではなくて、さらに他の機関に提供して結構ですという

御了解はいただく必要があると考えます。そういうところも進めていくという

のは御指摘のとおり大事な観点であると考えています。 

 それからもう一つ、観測データを流通させるに当たって、観測環境がすごく

重要ではないのかというお話もあったかと思います。本日の資料中のところで
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も、例えば１２ページのところを御覧いただきますと、１２ページの上のほう

に課題とそれに対する方策というふうに書いてありますけれども、そこのとこ

ろの２番目の黒丸のところで、その品質に影響を与える観測手法や観測環境等

に関する情報を付した流通と、こういうふうに書かせていただいているところ

であって、まさにその方向で進めるべきではないかと考えております。 

【委員】  ３番目は、ＡＩ等が発展してきたときに予報士の資格というか、

その再教育みたいなことがあるかということですが。 

【情報政策課長】  はい。１５ページに予想のやり方、現象の予想のやり方

ですけれども、機械化がどんどん進んでくるという観点で、予報士さんは、ど

う予報する、実際作業するに当たっては入力どうなんだとか、出している情報

どうなんだと検証をやっていると思われるんですね。実際に手を動かすところ

が機械化するというだけの認識で、予報士さんに求める資格というのは変わら

ないものだと考えてございます。 

【委員】  よろしいでしょうか。 

【委員】  ありがとうございます。 

【委員】  その観測データの品質なのですけれども、ここにいろいろ書いて

あるのですけれども、具体的には例えば民間で観測されている方が自分たちの

判断でこの手引きを見てどういう品質であるという情報を出すとか、あるいは

末端のユーザーが手引きを見て自分で判断するということを考えているという

ことでよろしいでしょうか。 

 例えば気象庁はモデルの同化に際して、観測データの品質管理やられている

と思うのですが、そこまでは考えていないということでよろしいでしょうか。 

【長官】  気象庁が１つ１つの観測データや、あるいは１つ１つの主体が行

っている観測について、その品質がどうか、これはいいです、悪いですとか、

レベル何とかですというふうに気象庁自体が評価をするというやり方はもちろ

んあると思いますけれども、これからいろいろ仕組みは検討するというところ

だと思いますけれども、今の時点で考えているのは、どちらかというと、気象

庁が何かジャッジをするというよりは、誰でもジャッジができるような指標の
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考え方のようなものをきちんと作って、それを公開してみんなで共有すること

で品質についての共通の認識を持っていくというのがいいのではないかという

ことで考えているところです。 

【委員】  どうもありがとうございました。それでは、こちらの資料につい

てのご議論、どうもありがとうございました。 

 続きまして、中間取りまとめについて議論してまいりたいと思っております。

それでは、中間取りまとめについて、気象庁から御説明いただけますでしょう

か。 

【情報政策課長】  引き続き御説明させていただきます。１９ページにわた

る取りまとめ案を作らせていただきました。２枚めくっていただきまして目次

がございます。これについては、ほぼ前回の分科会の中でお示しした目次案に

なっています。第１章、社会の変革と気象業務の変化で、第２章、ＤＸ社会に

対応した気象サービス、第３章、そういった気象サービス推進のための施策と

いう形でございます。少しその中の項目立てについて変更がありますけれども、

おおよそ、その体系は変わってございません。簡素に説明させていただけたら

と思います。 

 ４ページ目です。「はじめに」というところを入れさせていただきました。前

振りとしまして気象業務、今どうなっているかというところでございます。気

象情報・データ、提供されて、社会経済活動において活用されているというと

ころ、気象サービスも進展しつつあるというところ、１１行目の段落で、社会

でＩＣＴが進展しているというところ、大容量の、大量のデータを取得するこ

とが可能になっている、そして、高度な分析・活用を行うことが可能になって

きているといったところ。２２行目の段落で、デジタル・トランスフォーメー

ションが進展している、社会全体の変化が期待されているというところを書い

てございます。 

 ２６行の段落で、気象情報・データというものについては、ビッグデータの

特性を持っていることをお書きして、ＤＸ社会においては基盤的なデータセッ

トとして必要な、重要な要素になると書かせていただいています。そして３２
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の段落で、問題提起としまして、そういった社会がＤＸ化、進展する、これに

対応していく、次のページに行きまして、これに対応した高度利用、気象情報・

データの高度利用、高度な利活用によって新たな価値、サービスを創出、推進

していく必要があるというふうに問題提起させていただいてございます。最後

の段落で、この審議会で、その気象サービスの在り方、気象庁の推進策につい

て審議して取りまとめたというふうにくくってございます。 

 第１章に行きます。６ページ目でございます。社会の変革と気象業務の変化、

ＤＸ社会の進展というとこで、前振りとしまして、近年のＩＣＴの進展につい

てお書きして、データの質・量が大幅に向上しているというところです。１３

行目の段落にありますデジタル技術を活用した社会経済活動の高度化というも

のが進んでいるというとこで、ＤＸという概念が注目されていて、社会全体の

変化が期待されている、ＤＸの社会の変化、ＤＸ社会の進展というところを少

しまとめさせていただいたところです。２９の最後の段落で、ＤＸの技術を活

用してグリーン・トランスフォーメーションの取組も重要となってきていると

いうこともつけさせていただいてございます。 

 （２）気象サービスの変化につきましては、これまでも気象庁もしくは民間

気象事業者等によって気象データは提供されていて、サービスも展開されてい

るというふうに書き出させていただきまして、次のページに行きまして２行目

の段落にありますように、この気象情報・データについてもＩＣＴの進展がし

ているというところ、質・量が大幅に増えているというところ、気象庁から提

供するデータというのもかつては、今まで文章形式や図形式が多かったわけで

すけれども、その作成過程で利用されるようなデータというものも提供されて

いる。最後に平成１８年から令和２年にかけて８０倍に提供しているデータ量

が増えていること、あと１４行目の段落では民間気象事業者においても、観測

というものにＩｏＴセンサー等が出てきているところ、また、予測についても

高解像度・高頻度化しているというところでございます。 

 改めて１８行目の段落で気象情報・データというのは、ビッグデータの特性

を持っていて、ＤＸ社会においては基盤的なデータセットだというふうに書い



 -22- 

てございます。２４行目の段落で、そういったところを踏まえますと、様々な

分野の事業者が自社のデータと組み合わせて多様なサービス、多様な形で提供

するというようなことを書いてございます。実績としましては、データ配信も

予報業務事業者、許可事業者だけではなく、ほかの分野の方が多数の、約９割

がそういった予報業務事業者以外の方々がデータを使っている、受信している

というところをお書きしてございます。３７行目の段落において、その技術、

知見というものについて、その高度利用という観点では、ますます重要になっ

ていくというふうにお書きしてございます。 

 ８ページ目に行きます。（３）民間気象事業者等による気象情報・データ提供

に関する制度や取組といったところでございます。これまでも気象庁からデー

タ、基盤的なもの、データ、情報データが提供されているわけですけれども、

こういったものとか、もしくは事業者による観測、予報というものも社会経済

活動について欠かせない存在になっていると書いてございます。その運用に当

たっては、現状、その制度が設けられているということを１１行目の段落で書

いてございます。 

 １４行目の段落で、気象庁は、その制度について運用しつつ、また、利活用、

促進というものも実施しているというところ、その制度の運用については、１

７行目の段落で観測についての運用についてお書きし、２５行目の段落で予報

についてどのような制度になっているかといったところをお書きしてございま

す。３５行目の段落で防災について、シングルボイスが重要であるということ

で、業務法においても警報が制限されているというところをお書きしてござい

ます。 

 ９ページ目に行きます。このような制度、気象業務法をはじめとする法令に

よって規定されているわけですけれども、これについては技術の進展や利用者

ニーズに応じて随時見直しを行ってきたというところをお書きしてございます。

９行目にありますように、令和３年は、「洪水及び土砂災害への予報のあり方検

討会」も行われ、提言をいただいているというところを付してございます。１

５行目の段落については、その利活用の促進ということについてもいろいろ取
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り組んできているということをお書きしてございます。現状のレビューとして、

そういったところをお書きしつつ、（４）で審議の方向性について、ＤＸ社会が

進展するなか、気象サービスが社会経済により貢献していくための取組はどう

あるべきかを審議したと書いてございます。 

 １０ページ目に行きます。第２章です。ＤＸ社会に対応した気象サービスに

ついて、その推進策に関する方向性について述べるというふうに冒頭で書きつ

つ、（１）まずニーズについて取りまとめてございます。これは主にヒアリング

を実施して、その結果を取りまとめるところでございます。①のところでは、

まず、ＤＸに伴う気象サービスの変化の実感、将来的なビジョンという観点で、

その気象データ、利活用の高度化が進んでいって、進みつつあるという実感を

書きつつ、まだ掘り起こし切れないニーズもあるというふうな御意見も書いて

ございます。そのサービスの拡大意欲というものもあったり、また、ビジネス

の幅が広がるというような意見もここにお書きしてございます。３２行目の段

落にありますように、将来的なビジョンについて様々な分野の社会課題解決に

際して気象情報・データが重要な役割を持つであろうという大きな期待が多数

寄せられているということを書かせていただいてございます。 

 １１ページ目に行きます。②です。気象情報・データに対するニーズ、求め

られる品質とその確保という観点です。７行目の段落で観測データに関するニ

ーズ、幅広い用途に応じた幅広い品質のデータについてニーズがあるというと

ころ、予報データについても１２行目の段落ですけれども、予報データについ

ても高解像度であったり、高頻度であったりとかというようなニーズがあると

いうことをお書きしてございます。 

 １５行目の段落ですけれども、品質については、どういったニーズがあるか

ということをお書きしまして、まず、その企業の中ではオペレーションを実施

するに当たっては、業界内で評価されるために、その品質の確保というのが重

要になってきている。もしくは、その予報業務許可制度の重要性が改めて示さ

れているというところ、また、２２行目の段落では、そういった中でも技術の

進展に伴って自動化できる部分もできていないかという御意見を書いてござい
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ます。 

 ③気象情報・データへのアクセス性に関するニーズといったところでござい

ます。いろいろ今御意見がありましたように、過去データへのニーズもしくは

そういったものに使った機械学習におけるニーズというものがある。概念実証

などへの高度利用についても大きいというところで、まずアクセスの充実が必

要であるというところ、また、３２行目の段落で、データ形式、なじみがない

といったところを少しお書きして、高度利用しやすい環境が充実するとよいと

いう意見もお書きしてございます。 

 ④気象情報・データの利活用の促進に関するリテラシー向上について書いて

ございます。データそのものについて認知がない、もしくは利活用の仕方が分

からないというところで、次のページにお書きしていますように、その周知啓

発の取組を継続的にやる必要があるという意見をお書きしています。また、そ

の後に利用者にもリテラシーが必要だということも御意見として書かせていた

だいてございます。 

 ⑤気象に関する技術や知見を持つ者の役割ということについてです。高度利

用に当たっては、その気象に関する知見が不可欠だといったところです。これ

はいろいろな利活用を試みる場合であったりとか、顧客への説明であったりと

かというところで求められるといったところの御意見を書いてございます。知

見を持つ人材が必要であって、それは地域であってもある。まだまだニーズや

活躍の機会があるという意見をお書きしてございます。 

 （２）です。気象サービス推進に関する方向性です。まず、①としていろい

ろ御意見をいただいたところですので、そういったところを基にＤＸ社会に対

応した気象サービスとはどういうものがあるかということを分析したところを、

ここでお書きしてございます。気象データへの期待が明らかになっているとこ

ろ、次の段落で、ＤＸ社会で気象サービスがより発展していくというところを

まとめさせてございます。そして、その気象データというものは基盤的なデー

タとして活用されることが想定されているといったところをまとめさせていた

だいております。１３ページに行きましてＧＸ推進においても活用されること
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が想定されるということをお書きしてございます。 

４行目の段落にありますように、４行目の段落では、そのシステム連携とい

うものを用いていくと、より大量かつ多様な情報データ提供が、一層ＤＸで求

められるといったところで、他方、その品質の評価、確保というものも引き続

き求められるというところ、あと１４行目にありますけれども、アクセスにつ

いて、そういった環境があるとよいというような、アクセス性の向上に関する

ものが求められているというところ、１７行目の段落にありますように、その

利活用促進ということも重要だとお書きしてございます。 

 そして、１９行目の段落で、知識を持った、もしくはその知見や技術を持っ

た者が、このような高度なサービスの構築に当たっては必要不可欠だといった

ところをお書きしています。また、そういった知見を持つ者、技術や知見を持

つ者の関わりが必要だ、不可欠だとお書きしていますけれども、これは利用者

側においても重要であると書いてございます。２６行目の段落で防災について

お書きしています。防災対応については、引き続き国が責任を持って提供すべ

きだと。一方で、個々の企業についてはＢＣＰの観点で個別かつ具体的ニーズ

があるのではないか、そういったところでは民間気象事業者が、そのサービス

を提供していくことも期待されるといったところでございます。 

 ②です。気象サービス推進に関する取組の方向性をまとめさせていただきま

した。方向性としましては、制度の見直しと利活用促進というところでござい

ます。次のページ、１４ページに行きまして、まず制度の見直しについて、８

行目の段落でアクセス性向上、環境構築というところ、１２行目の行ではリテ

ラシーの向上に向けた継続的な取組、あと、１５行目では技術、知見を持つ者

の活躍の促進で、１９行目のところで、こういったところを推進に向けて気象

庁は具体的な施策を検討して進めていくべきだとお書きしてございます。 

 １５ページに行きます。第３章です。ＤＸ社会に対応した気象サービスの推

進の施策で（１）まず気象情報・データの品質の確保・評価についてです。①

の観測で、初めの段落で多種多様な観測の必要性をお書きしつつ、その２３行

目の段落で制度の見直しを検討すべきだとまとめてございます。併せて次の段
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落で手引きを作成すべきと、次の段落で面的・基盤的なデータの整備というこ

とについてお書きしてございます。 

 ②の予報については、１６ページに行きまして、まず、その技術の進展に応

じた制度設計をしていくことが必要だという出だしをお書きしつつ、その見直

しの方向性についてお書きしてございます。２４行目で運用に当たって、その

制度の運用に当たっては、しっかり技術をフォロー、最新技術をフォローして

いくこと。もしくは、その２７行目の段落で、審査・検査というものを引き続

き実施していくべきだというところを書いてございます。 

 （２）アクセス性の向上については、その考え方を初めの段落でお書きしつ

つ、クラウドを使ったデータ利用環境の構築というもの、もしくは、その対話

の場を通じたニーズ把握についてやっていくべきと書いてございます。また、

ハード的なところではデータ取得環境があり、また、ソフト的なところで民間

と連携したデータ利用環境というものについて周知啓発を進めていくべきとお

書きしてございます。 

 （３）利活用の促進とリテラシー向上について、現状を初めのパラグラフで

お書きしつつ、高度利用促進のための周知啓発というものを進めていくべきだ

というところで、３２行目の段落で、こういった取組、サービスの創出は容易

ではないというところも書きつつ、その継続していくべきだというふうに、次

のページに行きまして、利用ガイドの策定というものもしていくべきだとお書

きしてございます。気象データに関してリテラシー向上というところについて

は、気象業務全体で取り組むことが必要だと。気象庁、大学、企業、行政機関

と連携しながら継続的に取り組むべきだとお書きしてございます。 

 （４）技術や知見を持つ者の活躍の促進のところでございます。民間気象事

業者、付加価値として、その気象情報の解説とか利活用に関する知見の提供が

一層求められるようになっているというところ、あとまた人材の拡充も必要だ

というところを踏まえて、２３行目の段落で、気象データアナリストの拡充で

あったりとか、もしくは気象防災アドバイザーに、予報士さんに委嘱していた

だいて知見を活用いただくというようなところ、もしくは、その２８行目の段
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落にありますように、民間事業者には組織的な知見を持っているので、気象庁

としては連携して、新規のビジネス創出の支援といったところを継続的に取り

組んでいくべきというふうにまとめさせていただいてございます。 

 最後、「おわりに」のところで、気象庁は可能な施策はなるべく早期に取り組

んでいただくというところを書かせていただいているところでございます。 

 すみません、長くなりましたけれども、以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 そうしましたら、今御説明いただいた中間取りまとめに関して御意見、御質

問がございましたら、委員の方からお願いしたいと思います。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【委員】  どうもありがとうございました。大変すばらしい、まとまりのあ

るしっかりとした中間取りまとめにしていただきました。どうもありがとうご

ざいます。それで、事前に何日か前に見せていただいたものとも変えていただ

いているので、その点も含めて３点ほど申し上げたいと思います。 

 第１点目は、まさにその点に関わります。８ページと１０ページにある利用

者という観点なのですけれども、前回のバージョンでは８ページに「国民」と

いう言葉が３回ぐらい出てきていたんです。私は分かってはいるんですけれど

も、まだ、多少違う理解をされる心配があったなと思っていたんだけれども、

それが全部、今回削除されていましたので、そこら辺はしっかりと変えていた

だいたなと思いました。 

 それで、１０ページのところの「利用者」なのですけれども、ここのくだり

は、確かにヒアリングを行った対象という利用者になっているんです。１２行

目ぐらいからのところ。でも、これは端的にこの答申で対象としておられる利

用者の方々が示されているので、この答申全体の利用者という意味がしっかり

伝わるような場所に、もう少し前なんですけれども、書いたほうがいいかなと

いうふうには思いました。これが１点です。 

 それで２点目は、国民は対象ではない、いわゆる一般の国民の方は対象では

ないという前提で読んだときにということなのですけれども、１６ページのほ
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うで、１９行目ぐらいから洪水に許可を与えようという、民間にというくだり

の、そういう経緯があって、こういうふうに書かれているのです。けれども、

そういうこともよく分からないでこれを読まれると、ちょっと唐突感はあるん

ですよね。 

 恐らくというか、間違いなくこのパラグラフは、昨年の別の検討会の答申の

成果も受けながら書かれているのだと思いますけれども、ここで言っているこ

とは恐らく技術基準への適合というポイント。そこがキーワードということで

書かれている文章とお見受けするのですけれども、技術基準への適合という部

分に関して言うと、もともとの答申、検討会のほうは、そういう基準を作らな

ければいけないとか、あるいは審査体制だとか、そういうものをこれから作ら

なければいけないという、そんな内容だと思うんですよね。 

 だから、もともと洪水とか土砂災害だから、特定の利用者に対して、もちろ

んその利用者が一定のリテラシーがあるということが確認できる条件の下で民

間から提供しましょうという趣旨だと理解をしていますので、この４行ぐらい

の文章だけが書かれていると、ちょっとその辺りが逆にトーンダウンというの

か、よく条件だとか状況を、あるいは従前の検討における答申のレベルという

か、その辺りを逆に伝え切れなくなってしまう、そういう心配もある。なぜこ

れが必要かというのは、私も発言しましたので、そんなことも踏まえてなのか

もしれないけれども、ちょっとどうなのかなと、答えがないまま申し上げてす

みませんけれども、そういう気がしています。書きっぷりをもう少し変えてい

ったり、限定したりというのは１つの方法かなと思います。 

 それから最後にもう１点です。少し戻るんですけれども、１３ページの２６

行目からのところ。ここも自治体の防災対応ですから、私が申し上げている意

見は、重要なところをハイライトするために誤解をできるだけ避けるような、

そういう周辺部分に対する意見しか申し上げていませんので、一番の中心部分

は大いに結構で全く異論はないということを改めて言っておきますね。 

 その上での３番目のコメントですけれども、この２６行目からのところでは、

とにかく「直接的に関与する情報の扱いは留意が必要」で、「引き続き国等が責
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任を持って提供するべきだ」という。そのことの裏返しで、あとは民間に任せ

ましょう、提供していきましょう。Ｂ to Ｂですけれども、やりましょうとい

うことがはっきりするのです。けれども、この部分はずっと気になっていると

ころに関わってしまうものですから、またもう１回言います。「直接的」という

修飾語を削除できますか、というのは、一応、質問させていただきたいと思い

ます。 

 要は、自治体の防災対応とか住民の避難行動に関与する情報、これ、「情報」

と使われたので警報ではないので、だから、情報というのは非常に広い曖昧な

という意味でもあるけれども、広い言葉になってきますから、それは留意が必

要であって、そのような情報は国等がということになるとかなりきつい、簡単

には開放しませんよ、みたいにも見えるということにはなる。けれども、この

直接的という言葉も非常に分かりやすいようで、間接的にというような言葉と

間の関係、グレーゾーンがよく分からない。 

 私はずっとグレーゾーンのことが今回の検討会の中では気になっていたので、

グレーゾーンについて明快に書き込むということはしないとしたときに、この

「直接的」という言葉を除くというのが１つの方法かなと思えてきた。今日見

ていて思えてきたものですから、一応、それについては質問させていただきま

した。どうもありがとうございました。少し長くなりました。よろしくお願い

します。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 １６ページのほうは、どういうふうに直すのがいいか、なかなかいい案がな

いのですけれども、検討いただくということでよろしいでしょうかね。確かに

何となく気になるところではあるということは十分よく分かります。最後にお

っしゃった「直接的に」というところも結構難しい感じなんですけれども、何

かございますか。 

【情報政策課長】  御意見、ありがとうございます。１６ページ目の利用者

という観点、ここはヒアリングについての書きっぷりになっていますけれども、

いただいた御意見、利用者というところは確かに広い範囲で考えられますので、
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少し前のほうなり何なり、別なところで少し書き足したいなと思ってございま

す。 

 あと、１３ページ目の「直接的に」というところについては、「直接的に関与

する情報」の扱いって、ここら辺の表現ですね。すみません、私も今どう直せ

ばいいのかというところは、パッと思いつかないのですけれども、直接的にと

いう表現を削るのか、もしくはその関与する情報の扱いというところまで少し

修正が要るのか分からないので、少し検討させていただけたらと思います。 

【委員】  そういうことでよろしいでしょうか。 

【委員】  はい。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 そうしましたら、○○委員、お願いできますでしょうか。 

【委員】  事前に送っていただいた資料が全体にわたり修正されており、大

きく改善されていると思うのですが、３か所だけ修文に関わる点を指摘させて

いただきます。 

 まず、６ページの第２パラグラフ、６行から１２行までが１つの長い文章に

なっており、しかも、つながりが悪い。１か所、どこかで切ったほうがいいと

思います。 

 さらに、その下の１９行と２０行にＤＸの説明があります。２０行目に「あ

らゆる面でよりよい方向に変化させる」という表現が気になります。あらゆる

面でよりよい方向に変化させるというのは、言い過ぎだと思います。DX が新し

い問題を発生させることもある。デジタル技術で社会のありようとか、組織の

変革を促す、それがデジタル・トランスフォーメーションだと言われているの

で、そういうような表現に修文していただければと思います。 

 それから、１７ページ。これは先ほど言ったこととも関係するのですが、あ

らかじめ送られていた原稿では、例えば１７ページの最初の部分にＷＸＢＣ等

の場という言葉が書かれていた。されに１４行、１５行の辺にも書かれていま

したが、それが削除された。先ほどのご回答のなかで民間事業者に関与するこ

とは民間でという御返答をいただいたことと対応していると思うのですけれど
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も、やはり産官学のプラットフォームを作っていくということは極めて大事な

ので、そういう組織づくりの重要性という文言を一言入れていただければと思

います。 

 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございました。よろしいでしょうか、そういう

方向で改訂いただければと思います。どうもありがとうございます。 

 そうしましたら、○○委員、お願いできますでしょうか。 

【委員】  ○○です。ありがとうございます。「おわりに」のところを見せて

いただけますでしょうか。この中間取りまとめは、今日、先生方からいただい

ているご意見を反映して文言の調整をすることはあると思うのですけれども、

これを基にして、それがたたき台となって最終報告になるということでござい

ますでしょうか。それとも何か中間報告の後に、字句の修正の他にも、何か加

えることがあるという想定であるか、そこを教えていただければと思います。 

【情報政策課長】  気象庁でございます。御確認、ありがとうございます。

基本的には、その中間取りまとめ、これがほぼ最終報告になっていくのかなと

考えてございます。ただ、いろいろこの制度というものに、気象業務法の改正

なり何なりというところが想定されておりますので、そういったところについ

て何かしら対応が必要になった場合には御相談をしなければいけないかなとい

う認識でございます。そういった観点で、その最終報告に向けて検討をさせて

いただけたらなと考えてございます。 

【委員】  ありがとうございます。「おわりに」が余りに軽いなと思ったので、

そこをお尋ねしました。 

 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございます。 

 確かに、「おわりに」は、もう少し体裁を整えていただくということでお願い

したいと思います。それから、先ほど○○委員からお話があった防災に関して

も、ＤＸが結構、有効な面があるのではないかという点も少し気にしていただ

いたらいかがかなと思います。例えば住民の方だけではなくて旅行者の方とか、
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あるいは外国人の方などで、今、自動翻訳みたいなものがありますし、そうい

う形で防災に役立てるというルートもあると思いますので、そこも気にしてい

ただければと思います。よろしいでしょうか。 

【委員】  ○○ですけれども、せっかくですので、一言よろしいですか。 

【委員】  はい。お願いします。 

【委員】  防災についても書かれているのですけれども、「防災はシングルボ

イス」というように割と簡単に片づけられているようなところがありました。

今、分科会長がおっしゃった「防災でもＤＸが寄与するところが大いにある」

という点を書き込む余地があったらお願いします。 

【委員】  はい。ありがとうございます。 

 そうしましたら、○○委員、お願いできますでしょうか。 

【委員】  ○○でございます。中間取りまとめ、非常にうまくいい方向にま

とまっていると思っております。そうした上で少し二、三コメントさせていた

だきます。全体を読んだ感じですと、後半に向けてだんだん具体的になってき

て、ああ、こういうことが言いたいのかというのが分かるのですけれども、も

う少し「はじめに」の辺りから、この気象データ、ビッグデータの活用がやっ

ぱりこれからの国土計画とか、それから、社会の発展、社会経済活動のさらな

る活性化に重要だということが分かるよう、もう少し強く言っていただけると

よいかなと思いました。 

 １つは、例えば４ページから５ページ目にかけて、データ利用の高度化とい

うことは書かれているのですけれども、重要なことは、それプラス社会のより

広い分野で利活用が促進されるということだと思いますので、その辺りの記述

をぜひ加えていただけるとよいのかなと思いました。 

 それからあと、グリーン・トランスフォーメーションの辺り、そこも非常に

重要なポイントなのですけれども、そこにおいて予測データだけではなくて、

この過去データが非常に重要で、過去データを提供することによって、それを

用いて深層学習を行って、運用のシステムを作るとか、それを使ったシステム

に最新の予報情報を取り入れて効率的な運用を図るとか、そういう方向性があ
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りますので、そうしたところが分かるように書いていただけるとよいのかなと

思います。例えば７ページの最後のほう、そういうところがあるといいかなと

思いました。 

 それから、クラウドの話が最後にようやく出てくるのですけれども、これか

ら望ましい、望まれるシステムとして、データ提供の在り方としてやはりクラ

ウドサービスの整備が非常に喫緊に求められているということですね。例えば、

１３ページの真ん中辺、１４行目、１５行目ぐらい、そこでもやはりこのクラ

ウド技術と、そのデータを処理できるような計算資源というところの整備とい

うのが非常に大事だというところをさらに書いていただけるとよいのかなと思

います。 

 それから、最後なのですけれども、ＷＸＢＣのようなユーザーと気象庁、そ

れから、学術界が一緒になっていろいろ意見交換をしたり、気象データの利活

用をこれから進めていくような、そういうプラットフォームづくりというのは

非常に重要なのですが、そこでのさらに人材育成というのも大変重要だと思い

ます。 

 前回も、私、申し上げたのですけれども、対症療法的にはそういうデータア

ナリストとか、予報士さんの活躍の場をきちんと確保するということは非常に

大事なことで、これは待ったなしの話です。同時に、これから気象データがど

んどん社会で使われるようになる２１世紀を見据えると、やはり教育、国の中

でやっぱり気象データ、それから、こういうビッグデータの扱い、そういうこ

とを国民、特に若い人の多くがちゃんと最低限学べるような、高校から大学へ

の教育システムの在り方、そういうところまで一言入れていただくと、さらに

提言らしくなるのかなと思いました。 

 以上、コメントでございます。 

 それで、１つ質問なのですけれども、ぼちぼち今度の気象庁のクラウドの概

要が見えてくるのかなと思っておりますが、その辺りもぜひこの気象分科会の

間で情報提供を可能な範囲でいただけると、さらに議論も深まるかなと思って

ございますので、その辺り期待をしております。 
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 以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 初めのところで気象データの重要性を述べてほしいというのは、○○委員も

国の基盤となるデータだよねということで、そこは強調していただければと思

います。 

 それから、ＡＩを使った学習に過去データが重要という話は、たしか１１ペ

ージ辺りの③のところに少しは書いてあったのですけれども、この点、もう少

し強調することが大事だという御意見はその通りだと思います。ありがとうご

ざいました。 

 そうしましたら、○○委員、お願いできますでしょうか。 

【委員】  ありがとうございます。私もこの中間取りまとめに関しては、今

までの意見などをきちんとまとめていただいていると思いました。先ほども話

題に出ていたのですけれども、この「おわりに」の部分について、可能な施策

はなるべく早期に取り組んでいくというようなお話ですので、なぜなるべく早

期に取り組む必要があるのかという点、例えばニーズがあるとか、そのような

ことをきちんと書いたほうが最終報告を待たずに取り組んでいく理由がよく分

かるのかなと思いました。 

 また、その前のページの気象防災アドバイザーに関して、こちらに関しても、

もう少しどのような規模で、自治体でどのような形で、という記載があったほ

うが、災害に関する部分で大変関心があると思いますので、いいのかなと思い

ました。 

 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 何かございますか。 

【情報政策課長】  初めの○○委員からいただいた、まずクラウドの概要に

ついて、現在少しスパコンの整備、調達作業が長引いていまして、もう少し具

体的なところを今回お示しできたらなと思ったのですけれども、まだどのよう

なものというところがお示しできていないので、そういったところが固まって
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きたところでは、また別途お示しできるのかなと考えてございます。 

 「おわりに」についてですけれども、早期に取り組むという観点ですが、も

しこれで皆様から中間取りまとめというものをいただいたところで、気象庁、

やるべしというところをお認めいただいたところでは、予報業務許可について

法改正がなくてもできることがあったりとかいうふうに考えているところです。

そういったところをどんどんやっていけたら、もしくはほかのリテラシーであ

ったりとか、そういったところの取組というのもやっていけるものだと考えて

いますので、そこについてニーズに沿ってという観点で、ちょっと手を入れさ

せていただけたらなと思ってございます。 

 あと何でしたっけ。 

【委員】  あと気象防災アドバイザーの現状。 

【情報政策課長】  アドバイザー、了解しました。少し御意見を反映させて

いただけたらと思います。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。○○委員と○○委員は挙手がありますが、さ

らにご発言がありますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 では、○○委員、お願いいたします。 

【委員】  ありがとうございます。うまくまとめていただいたと思っていま

す。結局、私が考えるに気象のデータというのは、気象というのは人間活動の

基本である環境の１つであろうと思っておりまして、ここに書かれているよう

にいろいろな、多様な面でそれが利用されていくことによって人間の活動が滑

らかに進んでいこうかと思っています。今回、その多量のデータが提供できる

ようになってきたということで、前に比べると８０倍のデータが出てきました、

出てくるようになっていますというふうに書いてあるのですけれども、結局、

それをいかに利用するかというのを、それをいかに読み解いて利用者が理解で

きるようなものにしていく。 

 そういうときに予報士さんですとか、気象データアナリストさんですとか、

気象防災アドバイザーの方々の人材が必要であろうというところをもう少し強
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調して書いていただいてもいいのではないかと思いました。だから、要はそれ、

データをいかに翻訳して伝えるというふうなところが結構大事かなと私は思い

ました。○○先生もおっしゃったように、教育面では気象というものがどう扱

われていくか。高校ですとか大学ですとか、そういうところでどう扱われてい

るかというのも大事な点ですので、例えばこれ、別に現状で言うと、高校で地

理が必修になったのですけれども、地学は必修ではないみたいな形で、やっぱ

りなかなか気象というものの現象というものに対しての認識がまだ足りないよ

うなところもありますので、そういう高校ですとか大学における教育について

も触れていただければと思いました。 

 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 気象のデータは、データ科学の中でも結構重要というか、有用というか、い

い題材の 1 つだと思うので、これをうまく使っていただくような努力も必要か

もしれないですね。 

【委員】  もちろん、我々も努力しなければいけないんですけれども。 

【委員】  ありがとうございます。 

 それでは、大体、予定した時間が迫ってきたようですが、全体を通じて何か

委員の方から御意見ございましたらお願いしたいと思います。特にございませ

んでしょうか。 

 そうしましたら、委員の皆様から貴重な御意見をいただきまして、ありがと

うございました。今後の予定でございますけれども、本日の議論を踏まえて改

訂した中間取りまとめの案を用意しまして、近日中に事務局を通じて皆様に送

付させていただきます。委員の皆様におかれましては、これまでの議論が適切

に反映されているかどうか御確認いただき、もし何かございましたら、事務局

のほうに返信いただければと思います。その後、いただいたご意見にもとづき

中間とりまとめ案を修正したいと思いますけれども、その取扱いについては私

に御一任いただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「賛成」の声あり） 



 -37- 

【委員】  ありがとうございます。そうしましたら、皆様の御意見を踏まえ

て中間取りまとめを完成させ、それを速やかに公表できればと考えております。

また、中間取りまとめ以降につきましては、必要な部分について議論の補強を

行い、最終報告に向けて審議を進めていきたいと思っております。 

 最後に気象庁から中間取りまとめについて何かございましたら、御発言いた

だければと思います。 

【情報政策課長】  ３回にわたる審議、中間取りまとめについて、今ここで

いただいた意見については、しっかり反映させていただけたらと思ってござい

ます。「おわりに」のところにお書きしましたように、可能な施策はなるべく早

期にというところについてですけれども、こういった提言をいただきましたの

で、予報業務許可に関する気象予報士の設置基準については、パブコメなどの

所用の準備も行って、緩和に向けた作業を進めさせていただけたらと思ってご

ざいます。これについて進めるということで御報告させていただけたらと思い

ます。 

 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 本日予定しておりました議事は以上でございます。それでは、第３６回の気

象分科会を終了したいと思いますが、最後に事務局より何かございましたらお

願いいたします。 

【総務課長】  ありがとうございます。新野分科会長、また、委員の皆様、

長時間にわたる活発な御審議、どうもありがとうございました。今回はＤＸ社

会に対応した気象サービスの推進に関する審議についての中間取りまとめを行

う１つの節目となりますので、気象庁長官の長谷川より御挨拶申し上げます。 

【長官】  気象庁長官の長谷川でございます。○○先生、それから、委員の

皆様、本当にありがとうございました。今、総務課長から申し上げたとおり、

中間取りまとめまであと一歩というところまで来ましたので、この機会に一言

御挨拶申し上げます。 

 皆様、御承知のとおりで、平成３０年にこの気象分科会で取りまとめていた
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だいた２０３０年の気象業務のあるべき姿、これを実現するために気象庁とし

ては技術開発をしっかりやることと並行して気象の情報やデータを利活用して

いただくための環境をしっかり整えるということで取り組んでいるところです。

このシリーズは、利活用を進めるために制度、予報士制度だとか、検定の制度

だとか、そういったものをはじめとして、利用を促進するためにどういうこと

をしていったらいいかということをＤＸ社会ということをキーワードとして皆

さんに御議論いただきました。 

 このＤＸ社会をよいものにしていくために、私どもは気象情報やデータの果

たす役割は非常に大きいと思ってきたわけですけれども、今日、これはもう根

幹であるという御発言もいただきました。私たちとしても気持ちを新たにこう

いうことをしっかりやっていきたいと思います。では、どういうことをやって

いくべきなのかということについて、ヒアリングなどでニーズの整理をやらせ

ていただいて、一言で言いますと大量のデータが出てくるだろう、それをみん

な使っていきたいけれども、適切なデータを正しく、賢く使いたいということ

なのだろうと思います。 

 これを実現するために今ある制度をどうしていったらいいのか、どんな人々

を育てていかなければいけないのか。そしてもう一つ、気象の知見のある人た

ちにどんな活躍をしてもらったらいいのか、こういったことについて皆様から

の御指導をいただいて、今回、中間取りまとめの案として取りまとめたという

ところでございます。もう一息、御確認をいただき、分科会長には最終確認を

いただいて、これを取りまとめたいと思いますし、それから、今もお話しさせ

ていただきましたけれども、中間取りまとめの後、最終的な提言という形で取

りまとめを考えておりますので、引き続き御指導をいただければと思います。 

 中間地点ということで、これまでの皆様の御指導に感謝いたしますとともに、

引き続きの御指導をお願いして私からの御挨拶とさせていただきます。どうも

ありがとうございます。 

【飯野総務課長】  ありがとうございました。 

 それでは、今後の予定他について御連絡をさせていただきます。まず、中間
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取りまとめ案の修正についてですが、本日いただきました御意見を踏まえて事

務局にて修正の上、近日中に委員の皆様へメールにて送付させていただきます。

御確認いただき、修正意見等ございましたらメールで返信いただければ幸いで

ございます。 

 また、議事録についてですが、委員の皆様には後日、議事録の案を送付し、

御同意いただいた上で本日の会議資料とともに公開したいと思います。よろし

くお願いします。 

 なお、次回の予定ですけれども、次回、第３７回の気象分科会の日程につい

ては、改めて御連絡をさせていただきます。 

 事務局からは以上でございます。 

 これをもちまして、交通政策審議会第３６回気象分科会を終了いたします。

どうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 


